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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（1）業務の適正を確保するための体制

当社及びグループ各社は、企業理念の実践を通じて社会に貢献いたします。また、社会か
らの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行いたしま
す。そのために、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システムの構築に関する
基本方針」を以下の通り定めております。
１. 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
① 当社及びグループ各社の経営トップは、企業理念を全従業員に繰り返し伝えるとともに、
理念に基づく遵法精神があらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
② 当社及びグループ各社は、いわゆる反社会的勢力は断固として排除・遮断することとし、
当社管理部門が警察等外部の専門機関と連携し、その体制を構築・整備する。
③ 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、当社内部監査部門が、コン
プライアンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施する。
④ コンプライアンス体制を充実するため、直接従業員から通報相談を受付けるホットライ
ンを設け、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益取扱いの防止を保証す
る。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規定を制定
し、適切に保存・管理する。
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３. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社及びグループ各社は、事業運営に関するリスクについて、毎年度の経営計画に反映
し、経営のマネジメント・サイクルのなかでリスクの統制を行う。
② 当社及びグループ各社の取締役は、自らの分掌範囲のリスク管理について責任を持つと
ともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて専門委員会を設置し、総合的な対
応を図る。

４. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社及びグループ各社は、経営計画において毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、
これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメント・サイクルを展開する。
② 当社取締役会は、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行うため、必要に応じて業務執
行の一部を取締役に委任する。委任を受けた取締役は、重要な業務執行について、取締役
会に報告する。
③ 当社及びグループ各社は、各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速
かつ適切な意思決定、効率的な業務執行を行う。

５. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつも、当社から当社グルー
プ各社に対して、取締役を派遣し、業務の適正を監督・監視するとともに、定期的に当社
取締役とグループ各社の代表取締役社長による連絡会議を開催し、経営方針の統一、その
他重要情報の共有を図る。
② 当社管理部門を当社グループ各社を管理・指導する主管部署とし、関係部門から当社グ
ループ各社に対し、業務の適正を確保するための体制整備に関する支援を行う。

③ 当社の内部監査部門は、当社グループ各社の内部統制システムが適切に整備・運用され
ているか定期的に監査を行い、必要に応じて当社グループ各社に対して改善の指導・勧告
を行う。

６. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、ならびに当該使用人
の取締役からの独立性及び指示の実効性確保に関する事項
① 監査等委員会は、必要に応じ内部監査部門に職務の補助を要請することができる。
② 取締役は、監査等委員会から要請があった場合、その職務内容に応じて監査等委員会を
適切に補助できる資質を持った役職員を配置する。
③ 内部監査部門及び監査等委員会の職務を補助する従業員の人事異動・人事評価等につい
ては、監査等委員会と事前に協議する。

2020年06月05日 09時41分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 3 ―

７. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報
告に関する体制
① 当社の取締役及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、
すみやかに監査等委員会に報告するものとする。また、当社グループ各社の取締役及び従
業員は、当社グループ各社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した時は、当社グ
ループ各社の監査役または当社管理部門長にすみやかに報告するものとし、報告を受けた
監査役または当社管理部門長は、監査等委員会に報告するものとする。
② 業務執行に関する情報連携の充実を図るため、常勤の監査等委員を置くこととし、常勤
監査等委員は、法令の定めによるもののほか、重要な会議及び経営トップ層が情報共有す
るミーティングへの出席等により、重要な情報を連携する。
③ 監査等委員は主要な決裁書類、その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応
じて取締役または従業員に対し、その説明を求めることができる。

８. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交
換を実施する。
② 監査等委員会は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部
門に調査を求めることができる。
③ 監査等委員会は、当社グループ各社の監査役と連携し、企業集団における適正な監査を
実施する。
④ 監査等委員会は、必要に応じて会計監査人、弁護士等の外部専門家に相談することがで
きるものとし、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用は当社が負担する。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループでは、上記方針に基づいて、内部統制システムの適切な構築と運用に努めて
おります。具体的な運用状況は以下のとおりです。
１. 取締役の職務執行
当社は2015年６月26日開催の定時株主総会において、コーポレート・ガバナンスの一層
の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、
監査等委員以外の取締役７名と、監査等委員である取締役４名で取締役会を構成しておりま
す。
取締役会では、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決
定を定期的に行う他、必要に応じて臨時に招集し、重要事項の審議・決定を行っておりま
す。また、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行うため、業務執行の一部を代表取締役に
委任しております。委任を受けた業務執行については、取締役会に報告しております。
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２. 監査等委員会の職務執行
社外取締役３名を含む監査等委員である取締役４名で監査等委員会を構成しております。
社外取締役である監査等委員から常勤監査等委員１名を選任し、業務執行に関する情報の収
集や、内部監査役及び会計監査人との間で定期的に情報の連携を図っております。
監査等委員会は、監査等委員会が決定した年間の監査計画に基づき、取締役の職務執行を
監査する他、取締役会並びに経営会議等に出席して意見を述べる等、取締役の業務執行の妥
当性、効率性を幅広く検証する経営監視を実施しております。
３. リスク管理体制
当社では「リスク管理規程」に基づきリスク管理担当取締役を任命し、潜在リスクの洗い
出し、分析、整理を行っております。抽出されたリスクに関しては、各部門において事前予
防策、対応策の検討などを行っております。
４. コンプライアンス体制
当社では経営トップ自らが、企業理念を全従業員に繰り返し伝えることで、企業理念に基
づく遵法精神があらゆる企業活動の前提であることを徹底しております。
また、問題の早期発見のため直接従業員から通報相談を受付けるホットラインを設けてお
り、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益取扱いを防止しております。
加えて、社長直轄の内部監査役を置き、年間の内部監査計画に基づき、独自に内部監査を
行っております。
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連 結 株 主 資 本 等
変 動 計 算 書

（自 2019
至 2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資 本
剰余金

利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計
当 期 首 残 高 1,586,500 197,982 2,008,252 △103,118 3,689,617
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △180,007 △180,007
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 395,322 395,322
自 己 株 式 の 取 得 △22 △22
自 己 株 式 の 処 分 9,527 3,823 13,351
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 9,527 215,315 3,801 228,644
当 期 末 残 高 1,586,500 207,510 2,223,567 △99,316 3,918,261
　

そ の 他 の
包括利益累計額

非 支 配
株主持分

純資産
合 計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 △175 1,422 1,246 5 3,690,869
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △180,007
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 395,322
自 己 株 式 の 取 得 △22
自 己 株 式 の 処 分 13,351
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 2,002 2,070 4,072 △1 4,071

当 期 変 動 額 合 計 2,002 2,070 4,072 △1 232,715
当 期 末 残 高 1,826 3,492 5,319 4 3,923,585

（記載事項は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 注 記 表
　
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 株式会社プラスバイプラス

Being (Myanmar) Co.,Ltd.
株式会社ビーイングコンサルティング
株式会社ラグザイア

なお、株式会社ラグザイアについては、発行済株式の全部を取得したことにより、当連結会計年度より連
結子会社に含めております。
(2) 非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称 株式会社ビーイングＤＣ
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余

金等は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体
としても重要性がないため連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社または関連会社の名称等
　株式会社ビーイングＤＣ
　Progressive Labs Ltd.
持分法を適用しない理由 持分法の非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計
算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用範囲から除外しております。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの…………………移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）
１．商品……………………………総平均法
２．原材料…………………………総平均法
３．貯蔵品…………………………最終仕入原価法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産………………………
（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、在外子会社は定額法による減価償
却を実施しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、1998
年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採
用しております。
なお主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ７～45年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ４～15年

② 無形固定資産………………………
（リース資産を除く）

１．市場販売目的のソフトウェア
見込有効期間（３年以内）における販売見込数量を基準とした償
却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大き
い額を償却しております。
２．自社利用目的のソフトウェア
見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっておりま
す。

③ 長期前払費用………………………均等償却によっております。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金…………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ
き、計上しております。

③ 役員退職慰労引当金………………役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づ
く、期末要支給額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理して
おります。

（6）のれんの償却方法及び償却期間
20年間で均等償却しております。

（7）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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（表示方法の変更に関する注記）
前連結会計年度において「雑収入」に含めておりました「受取出向料」（前連結会計年度1,800千円）につい
ては、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

（連結貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額 411,563千円

　
（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 8,257,600株

２．配当に関する事項
（1）2019年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

① 配当金の総額 180,007千円
② １株当たり配当額 23.0円
③ 基準日 2019年３月31日
④ 効力発生日 2019年６月12日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2020年５月14日開催の取締役会決議による普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 156,847千円
② １株当たり配当額 20.0円
③ 基準日 2020年３月31日
④ 効力発生日 2020年６月11日
⑤ 配当原資 利益剰余金

３．自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

　普通株式（株） 431,190 27 15,990 415,227
（変動事由の概要）
増加および減少の内訳は、次の通りであります。
端株買取による増加 27株、株式交換による交付 15,990株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用することを基本としつつ、運用利回り
の向上を目的として限定的にリスクの高い資産による運用を行う方針です。また、資金調達については、主
として銀行借入による方針ですが、当連結会計年度末において有利子負債はございません。なお、デリバテ
ィブ取引は行わない方針です。

（2）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク及びその管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
与信管理規程に従い取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、期日を経過して回収できない取引先
については、随時信用状況を把握する体制を取っております。
有価証券は主に一時的な余資の運用目的の有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、一時的な余資の運用目的及び運用利回りの向上のために積極的な運用を行う投資有価証券
への出資、並びに取引先企業等の株式であります。これらは、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リス
クに晒されております。当該リスクに対しては、定期的に時価や利回り、発行体の財務状況等を把握し保有
状況を継続的に見直しております。

　
２．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りでありま
す。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）現金及び預金 4,107,184千円 4,107,184千円 ―
（2）受取手形及び売掛金 1,138,205千円 1,138,205千円 ―
（3）有価証券及び投資有価証券 260,884千円 260,884千円 ―
（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
（1）現金及び預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
満期のある預金については、期間に基づく区分毎に、新規に預金を行った場合に想定される預金金利
で割り引いた現在価値によることとしておりますが、当連結会計年度末においては当該現在価値と帳簿
価額の差異が僅少であるため、帳簿価額によっております。

（2）受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）有価証券及び投資有価証券
譲渡性預金については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。株
式については取引所の時価に、投資信託については取引金融機関から提示された価格又は公表されてい
る基準価格によっております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 500円 31銭
１株当たり当期純利益 50円 43銭

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（自 2019
至 2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,586,500 197,982 197,982 59,730 1,506,970 1,566,701
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 18,000 △198,008 △180,007
当 期 純 利 益 329,198 329,198
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 9,527 9,527
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 9,527 9,527 18,000 131,189 149,190
当 期 末 残 高 1,586,500 207,510 207,510 77,731 1,638,160 1,715,892
　

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △103,118 3,248,066 △175 △175 3,247,891
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △180,007 △180,007
当 期 純 利 益 329,198 329,198
自 己 株 式 の 取 得 △22 △22 △22
自 己 株 式 の 処 分 3,823 13,351 13,351
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 1,964 1,964 1,964

当 期 変 動 額 合 計 3,801 162,519 1,964 1,964 164,484
当 期 末 残 高 △99,316 3,410,586 1,789 1,789 3,412,375

（記載事項は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個 別 注 記 表
　
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。
　
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券
① 時価のあるもの…………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
② 時価のないもの…………………移動平均法による原価法

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）
① 商品…………………………… 総平均法
② 原材料……………………………総平均法
③ 貯蔵品……………………………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産…………………………

（リース資産を除く）
定率法による減価償却を実施しております。ただし、1998年４月１
日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用してお
ります。
なお主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ７～45年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ４～15年

（2）無形固定資産…………………………
（リース資産を除く）

① 市場販売目的のソフトウェア
見込有効期間（３年以内）における販売見込数量を基準とした償
却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大き
い額を償却しております。
② 自社利用目的のソフトウェア
見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっておりま
す。

（3）長期前払費用…………………………均等償却によっております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ
き、計上しております。

（3）退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額
に基づき、計上しております。なお、退職給付債務の計算について
は、簡便法を採用しております。

（4）役員退職慰労引当金…………………役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づ
く、期末要支給額を計上しております。

４．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しておりま
す。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 387,143千円
２．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外に、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次の通りでありま
す。
関係会社に対する短期金銭債権 40,399千円
関係会社に対する短期金銭債務 23,069千円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
　売上高 124,635千円
　仕入高 208,763千円
　販売費及び一般管理費 10,122千円
営業取引以外の取引による取引高
　受取利息 3,861千円
受取配当金 62,000千円
　業務受託料 24,000千円
　技術指導料 1,000千円
受取出向料 1,920千円

　
（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 415,227株

　
（税効果会計に関する注記）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
賞与引当金 68,503千円
退職給付引当金 204,748千円
役員退職慰労引当金 2,477千円
投資有価証券評価損 5,121千円
固定資産除却損 5,745千円
減損損失 30,001千円
前受収益 196,895千円
長期前受収益 371,428千円
貸倒引当金 31,674千円
関係会社株式評価損 30,864千円
その他 53,762千円
　 繰延税金資産小計 1,001,224千円
評価性引当額 △137,224千円
　 繰延税金資産合計 864,000千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △989千円
　 繰延税金負債合計 △989千円
　 繰延税金資産の純額 863,010千円
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
重要なリース資産はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

（単位：千円）
　

属 性 会 社 等 の
名 称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 Being
(Myanmar)
Co.,Ltd.

所有
直接 99％

役員の兼任 資金の貸付 関係会社長期貸
付金
(注)２

113,185

資金の貸付 利息の受取
(注)１

2,015 その他流動資産 9,153

子会社 株式会社ビー
イングＤＣ
　

所有
直接 100％

役員の兼任

資金の貸付

資金の貸付

利息の受取
(注)１

1,073

関係会社長期貸
付金

その他流動資産

119,000

2,022

子会社 株式会社ビー
イングコンサ
ルティング

所有
直接 100％

役員の兼任

資金の貸付

資金の貸付

利息の受取
(注)１

業務受託料
の受取

90

24,000

関係会社長期貸
付金

その他流動資
産

10,000

98

子会社 株式会社
ラグザイア

所有
直接 100％

役員の兼任

資金の貸付

資金の貸付

利息の受取
(注)１

5,100

669

短期貸付金

関係会社長期
貸付金

6,059

40,468

取引条件及び取引条件の決定方針
（注） １ 貸付条件については、金利は当社の調達金利を目安に決定しております。

　２ 関係会社長期貸付金に対し、101,639千円の貸倒引当金を計上しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 435円 12銭
１株当たり当期純利益 41円 99銭

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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